
・当院は保険医療機関の指定を受けています。
　保険診療で受診される際は、保険証をご提示ください。

・個人情報保護法を順守しています。
　問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の
　「個人情報」は、治療目的以外には使用しません。

・明細書発行体制（レセプト電子請求を行っている医療機関）
　算定した診療報酬の区分、項目の名称及びその点数又は金額を記載した
　詳細な明細書の発行を無料で行っています。公費医療（自己負担のない）の
　患者さんにも無料で発行しています。なお、必要のない場合は事前に窓口に
　お伝えください。

・新しい義歯（取り外しできる入れ歯）を作るときの取り扱い
　新しい義歯を保険診療で作った場合、6ヶ月間は新たに作り直すことは
　出来ません。他院で作製した義歯も同様です。

・クラウン・ブリッジ維持管理料【補管】
　当院で装着した冠やブリッジにおいて、2年間の維持管理を行っています。
　異常があればそのままにせず、早めにお知らせください。

・歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準【歯初診】
　当院では口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者様ごとの交換、専用の　
　機器を用いた洗浄･滅菌処理の徹底等、十分な院内感染防止対策を行っています。

　当院には歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対
　する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以
　上配置されています。
　また、職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に
　対する対策等の院内研修等を実施しています

・当院では、診療情報の文章提供に努めています。

・患者さんと協力して歯の病気の継続的管理に努めています。
※詳しい内容につきまして当院スタッフまで、ご遠慮なくお問い合わせください。

医院名 北２４条かやの歯科クリニック
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